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令和７年１０月 

「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金の使用について各研究機関が行うべき

事務等」の主な変更点 

新（令和７(2025)年 10月１日改正） 旧（令和７(2025)年６月３日時点） 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）が取り扱う科学研究費助成事業（学術研究助

成基金助成金）（「基盤研究（Ｂ）」、「基盤研究（Ｃ）」、

「挑戦的研究（開拓）」、「挑戦的研究（萌芽）」、「若手研

究」、「若手研究（Ｂ）」（平成２９(2017)年度以前に採択

された研究課題）、「研究活動スタート支援」、「特別研究

員奨励費」、「特別研究促進費」、「国際共同研究加速基金

（国際先導研究）」、「国際共同研究加速基金（海外連携

研究）」、「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ｂ））」（令和４(2022)年度以前に採択された研究課

題）｣、及び「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」

に限る。）（以下「助成金」という。）の使用について各

研究機関が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、

本規程に定めのない事項については、「研究機関におけ

る公的研究費の管理・監査のガイドライン」、「研究活動

における不正行為への対応等に関するガイドライン」等

を踏まえ、各研究機関が定める規程等に従って適切に行

うものとする。 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）が取り扱う科学研究費助成事業（学術研究助

成基金助成金）（「基盤研究（Ｂ）」、「基盤研究（Ｃ）」、

「挑戦的研究（開拓）」、「挑戦的研究（萌芽）」、「若手研

究」、「若手研究（Ｂ）」（平成２９(2017)年度以前に採択

された研究課題）、「研究活動スタート支援」、「特別研究

員奨励費」、「特別研究促進費」、「国際共同研究加速基金

（国際先導研究）」、「国際共同研究加速基金（海外連携

研究）」、「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（Ｂ））」（令和４(2022)年度以前に採択された研究課

題）｣、及び「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」

に限る。）（以下「助成金」という。）の使用について各

研究機関が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、

本規程に定めのない事項については、「研究機関におけ

る公的研究費の管理・監査のガイドライン」、「研究活動

における不正行為への対応等に関するガイドライン」等

を踏まえ、各研究機関が定める規程等に従って適切に行

うものとする。 

１ 申請資格の確認 １ 申請資格の確認 

 （略）  （略） 

２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関する定め ２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関する定め 

 （略）  （略） 

３ 研究機関が行う事務の内容 ３ 研究機関が行う事務の内容 

 （略）  （略） 

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

3-17 交付申請書の記載内容の変更に当たり、次の手続

を行うこと。

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 

3-17 交付申請書の記載内容の変更に当たり、次の手続

を行うこと。

（略） （略）

④ 研究代表者の応募資格の喪失等

研究代表者が、応募資格を有しなくなる場合、１年を

超えて補助事業を継続して実施できなくなる場合、公

募要領に示す重複制限により補助事業を実施できなく

なる場合、又は補助事業以外で不正使用、不正受給若し

くは不正行為により助成金を交付しないこととされた

場合には、「3-17②」に規定する手続により、補助事業

を廃止するための手続を行うこと。ただし、産前産後の

休暇又は育児休業（以下「育児休業等」という。）を取

得し１年を超えて補助事業を中断する場合には、「3-17

⑨」又は「3-17⑪」に規定する手続を行うこと。また、

海外における研究滞在等により補助事業を中断する場

合には、「3-17⑬」に規定する手続を行うこと。

「特別研究員奨励費（特別研究員）」については、上記「④」

に代えて下記「④-1」及び「④-2」のとおりとする。 

④-1 研究代表者の応募資格の喪失等

研究代表者が、特別研究員の身分を有しなくなる場

④ 研究代表者の応募資格の喪失等

研究代表者が、応募資格を有しなくなる場合、１年を

超えて補助事業を継続して実施できなくなる場合、公

募要領に示す重複制限により補助事業を実施できなく

なる場合、又は補助事業以外で不正使用、不正受給若し

くは不正行為により助成金を交付しないこととされた

場合には、「3-17②」に規定する手続により、補助事業

を廃止するための手続を行うこと。ただし、産前産後の

休暇又は育児休業（以下「育児休業等」という。）を取

得し１年を超えて補助事業を中断する場合には、「3-17

⑨」又は「3-17⑪」に規定する手続を行うこと。また、

海外における研究滞在等により補助事業を中断する場

合には、「3-17⑬」に規定する手続を行うこと。

「特別研究員奨励費（特別研究員）」については、上記「④」

に代えて下記「④-1」及び「④-2」のとおりとする。 

④-1 研究代表者の応募資格の喪失等

研究代表者が、特別研究員の身分を有しなくなる場

別紙４
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合、１年を超えて補助事業を継続できなくなる場合、公

募要領に示す重複制限により補助事業を実施できなく

なる場合、又は補助事業以外で不正使用、不正受給若し

くは不正行為により助成金を交付しないこととされた

場合には、「3-17②」に規定する手続により、補助事業

を廃止するための手続を行うこと。ただし、特別研究員

の身分を有しなくなる研究代表者が、それまで補助事

業に従事していた研究機関において、「1-1①」に定める

応募資格を有する研究者となる場合であって、残りの

補助事業期間における直接経費の使用を希望する場合

には、この限りではない。 

また、育児休業等の取得を理由とした特別研究員の

採用の中断により、１年を超えて補助事業を中断する

場合には、「3-17⑨-1」又は「3-17⑪-1」に規定する手

続を行うこと。なお、特別研究員の身分を有しなくなる

研究代表者が、それまで補助事業に従事していた研究

機関において、「1-1①」に定める応募資格を有する研究

者となる場合であって、残りの補助事業期間における

直接経費の使用を希望することにより直接経費を使用

する際、残りの補助事業期間中に取得する育児休業等

により、１年を超えて補助事業を中断する場合も同様

とする。研究環境向上のための若手研究者雇用支援事

業において雇用されている特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、

ＣＰＤ）（以下「雇用ＰＤ等」）の傷病又は介護を理由と

した採用の中断により、１年を超えて補助事業を中断

する場合には、「3-17⑩」又は「3-17⑫」に規定する手

続を行うこと。 

④-2 他の研究機関で特別研究員であった者の採用

特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者が、そ

れまで研究に従事していた研究機関以外の研究機関に

おいて、「1-1①」に定める応募資格を有する研究者とな

る場合であって、残りの補助事業期間における直接経

費の使用を希望する場合には、当該研究代表者が作成

する様式Ｆ－１０－１｢研究代表者所属研究機関変更

届」により、日本学術振興会への届出を行うこと。

（事務を行うのは、研究代表者が、新たに「1-1①」

に定める応募資格を有する研究者として所属する研究

機関。） 

なお、特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者

が、本項に示す事由により直接経費を使用する際、残り

の補助事業期間中に取得する育児休業等により、１年

を超えて補助事業を中断する場合には、「3-17⑨-1」又

は「3-17⑪-1」に規定する手続を行うこと。 

（略） 

⑥ 研究分担者の応募資格の喪失等

研究分担者が応募資格を有しなくなる場合、公募要

領に示す重複制限により研究分担者を削除しなければ

ならない場合、又は研究分担者が補助事業以外で不正

使用、不正受給若しくは不正行為により助成金を交付

しないこととされた場合には、研究代表者が作成する

様式Ｆ－９－１「研究分担者変更承認申請書」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」については、

上記「⑥」に代えて下記「⑥-1」及び「⑥-2」のとおり

とする。 

⑥-1 研究分担者（外国人特別研究員）の応募資格の喪失

等

研究分担者が、外国人特別研究員の身分を有しなく

合、１年を超えて補助事業を継続できなくなる場合、公

募要領に示す重複制限により補助事業を実施できなく

なる場合、又は補助事業以外で不正使用、不正受給若し

くは不正行為により助成金を交付しないこととされた

場合には、「3-17②」に規定する手続により、補助事業

を廃止するための手続を行うこと。ただし、特別研究員

の身分を有しなくなる研究代表者が、それまで補助事

業に従事していた研究機関において、「1-1①」に定める

応募資格を有する研究者となる場合であって、残りの

補助事業期間における直接経費の使用を希望する場合

には、この限りではない。 

また、育児休業等の取得を理由とした特別研究員の

採用の中断により、１年を超えて補助事業を中断する

場合には、「3-17⑨-1」又は「3-17⑪-1」に規定する手

続を行うこと。研究環境向上のための若手研究者雇用

支援事業において雇用されている特別研究員（ＰＤ、Ｒ

ＰＤ、ＣＰＤ）（以下「雇用ＰＤ等」）の傷病又は介護を

理由とした採用の中断により、１年を超えて補助事業

を中断する場合には、「3-17⑩」又は「3-17⑫」に規定

する手続を行うこと。 

④-2 他の研究機関で特別研究員であった者の採用

特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者が、そ

れまで研究に従事していた研究機関以外の研究機関に

おいて、「1-1①」に定める応募資格を有する研究者とな

る場合であって、残りの補助事業期間における直接経

費の使用を希望する場合には、当該研究代表者が作成

する様式Ｆ－１０－１｢研究代表者所属研究機関変更

届」により、日本学術振興会への届出を行うこと。

（事務を行うのは、研究代表者が、新たに「1-1①」

に定める応募資格を有する研究者として所属する研究

機関。） 

（略） 

⑥ 研究分担者の応募資格の喪失等

研究分担者が応募資格を有しなくなる場合、公募要

領に示す重複制限により研究分担者を削除しなければ

ならない場合、又は研究分担者が補助事業以外で不正

使用、不正受給若しくは不正行為により助成金を交付

しないこととされた場合には、研究代表者が作成する

様式Ｆ－９－１「研究分担者変更承認申請書」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」については、

上記「⑥」に代えて下記「⑥-1」及び「⑥-2」のとおり

とする。 

⑥-1 研究分担者（外国人特別研究員）の応募資格の喪失

等

研究分担者が、外国人特別研究員の身分を有しなく
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なる場合、１年を超えて補助事業を継続できなくなる

場合、公募要領に示す重複制限により研究分担者を削

除しなければならない場合、又は研究分担者が補助事

業以外で不正使用、不正受給若しくは不正行為により

助成金を交付しないこととされた場合には、「3-17②」

に規定する手続により、補助事業を廃止するための手

続を行うこと。ただし、外国人特別研究員の身分を有し

なくなる研究分担者が、それまで研究に従事していた

研究機関において、「1-1①」に定める応募資格を有する

研究者となる場合、又は、日本学術振興会育志賞受賞に

伴い外国人特別研究員として採用された者が、その採

用を取消し、特別研究員として採用された場合であっ

て、当該研究分担者が残りの補助事業期間における助

成金の使用を希望する場合には、研究代表者が作成す

る様式Ｆ－９－２「研究代表者変更承認申請書」により

申請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

また、育児休業等の取得を理由とした外国人特別研

究員の採用の中断により、１年を超えて補助事業を中

断する場合には、「3-17⑨-2」又は「3-17⑪-2」に規定

する手続を行うこと。なお、外国人特別研究員の身分を

有しなくなる研究分担者が本項に示す事由により新た

な研究代表者となって直接経費を使用する際、残りの

補助事業期間中に取得する育児休業等により、１年を

超えて補助事業を中断する場合も同様とする。 

⑥-2 他の研究機関で外国人特別研究員であった者の採

用

外国人特別研究員の身分を有しなくなる研究分担者

が、それまで研究に従事していた研究機関以外の研究

機関において、「1-1①」に定める応募資格を有する研究

者となる場合、又は、日本学術振興会育志賞受賞に伴い

外国人特別研究員として採用された者が、その採用を

取消し、特別研究員として採用された場合であって、当

該研究分担者が残りの補助事業期間における助成金の

使用を希望する場合には、研究代表者が作成する様式

Ｆ－９－２「研究代表者変更承認申請書」により申請を

行い、日本学術振興会の承認を得ること。また、新たな

研究代表者が作成する様式Ｆ－１０－２「研究代表者

交替に伴う所属研究機関変更届」により、日本学術振興

会への届出を行うこと。 

なお、外国人特別研究員の身分を有しなくなる研究

分担者が本項に示す事由により新たな研究代表者とな

って直接経費を使用する際、  残りの補助事業期間中

に取得する育児休業等により、１年を超えて補助事業

を中断する場合には、「3-17⑨-2」又は「3-17⑪-2」に

規定する手続を行うこと。 

（略） 

⑨育児休業等による中断

研究代表者が、育児休業等を取得することにより、１

年を超えて補助事業を中断する場合には、様式Ｆ－１

３－１「研究中断届」により、日本学術振興会に届け出

ること。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、研究を再開するまでの間、研究機関におい

て適切に管理すること。 

「特別研究員奨励費（特別研究員）」については、上記「⑨」

に代えて下記「⑨-1」のとおりとする。 

⑨-1 育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用

中断による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断

なる場合、１年を超えて補助事業を継続できなくなる

場合、公募要領に示す重複制限により研究分担者を削

除しなければならない場合、又は研究分担者が補助事

業以外で不正使用、不正受給若しくは不正行為により

助成金を交付しないこととされた場合には、「3-17②」

に規定する手続により、補助事業を廃止するための手

続を行うこと。ただし、外国人特別研究員の身分を有し

なくなる研究分担者が、それまで研究に従事していた

研究機関において、「1-1①」に定める応募資格を有する

研究者となる場合、又は、日本学術振興会育志賞受賞に

伴い外国人特別研究員として採用された者が、その採

用を取消し、特別研究員として採用された場合であっ

て、当該研究分担者が残りの補助事業期間における助

成金の使用を希望する場合には、研究代表者が作成す

る様式Ｆ－９－２「研究代表者変更承認申請書」により

申請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

また、育児休業等の取得を理由とした外国人特別研

究員の採用の中断により、１年を超えて補助事業を中

断する場合には、「3-17⑨-2」又は「3-17⑪-2」に規定

する手続を行うこと。 

⑥-2 他の研究機関で外国人特別研究員であった者の採

用

外国人特別研究員の身分を有しなくなる研究分担者

が、それまで研究に従事していた研究機関以外の研究

機関において、「1-1①」に定める応募資格を有する研究

者となる場合、又は、日本学術振興会育志賞受賞に伴い

外国人特別研究員として採用された者が、その採用を

取消し、特別研究員として採用された場合であって、当

該研究分担者が残りの補助事業期間における助成金の

使用を希望する場合には、研究代表者が作成する様式

Ｆ－９－２「研究代表者変更承認申請書」により申請を

行い、日本学術振興会の承認を得ること。また、新たな

研究代表者が作成する様式Ｆ－１０－２「研究代表者

交替に伴う所属研究機関変更届」により、日本学術振興

会への届出を行うこと。 

（略） 

⑨育児休業等による中断

研究代表者が、育児休業等を取得することにより、１

年を超えて補助事業を中断する場合には、様式Ｆ－１

３－１「研究中断届」により、日本学術振興会に届け出

ること。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、研究を再開するまでの間、研究機関におい

て適切に管理すること。 

「特別研究員奨励費（特別研究員）」については、上記「⑨」

に代えて下記「⑨-1」のとおりとする。 

⑨-1 育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用

中断による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断
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研究代表者が、育児休業等の取得を理由とした特別

研究員の採用の中断により、１年を超えて補助事業を

中断する場合には、様式Ｆ－１３－１「研究中断届」に

より、日本学術振興会に届け出ること。なお、特別研究

員の身分を有しなくなる研究代表者が「3-17④-1」又は

「3-17④-2」に示す事由により直接経費を使用する際、

残りの補助事業期間中に取得した育児休業等により、

１年を超えて補助事業を中断する場合も同様とする。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、研究を再開するまでの間、研究機関におい

て適切に管理すること。 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」については、

上記「⑨」に代えて下記「⑨-2」のとおりとする。 

⑨-2 研究分担者の育児休業等の取得を理由とした外国

人特別研究員の採用の中断による「特別研究員奨励費

（外国人特別研究員）」の中断

研究分担者が、育児休業等の取得を理由とした外国

人特別研究員の採用の中断により、１年を超えて補助

事業を中断する場合には、研究代表者が作成する様式

Ｆ－１３－１「研究中断届」により、日本学術振興会に

届け出ること。なお、外国人特別研究員の身分を有しな

くなる研究分担者が「3-17⑥-1」又は「3-17⑥-2」に示

す事由により新たな研究代表者となって直接経費を使

用する際、残りの補助事業期間中に取得した育児休業

等により、１年を超えて補助事業を中断する場合も同

様とする。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、研究を再開するまでの間、研究機関におい

て適切に管理すること。 

（略） 

⑪育児休業等に伴う補助事業期間の延長

研究代表者が、育児休業等の取得による研究実施計

画変更等に伴い、補助事業期間の延長を希望する場合

には、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－１３－２「産

前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究

滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

「特別研究員奨励費（特別研究員）」については、上記「⑪」

に代えて下記「⑪-1」のとおりとする。 

⑪-1 育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用

中断による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断

に伴う補助事業期間の延長

育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用の

中断により補助事業を中断した場合であって、研究実

施計画変更等に伴い、補助事業期間の延長を希望する

場合には、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－１３－

２「産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における

研究滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」によ

り申請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。な

お、特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者が「3-

17④-1」又は「3-17④-2」に示す事由により直接経費を

使用する際、残りの補助事業期間中に育児休業等を取

得した場合であって、研究実施計画変更等に伴い、補助

事業期間の延長を希望する場合も同様とする。 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」については、

上記「⑪」に代えて下記「⑪-2」のとおりとする。 

研究代表者が、育児休業等の取得を理由とした特別

研究員の採用の中断により、１年を超えて補助事業を

中断する場合には、様式Ｆ－１３－１「研究中断届」に

より、日本学術振興会に届け出ること。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、研究を再開するまでの間、研究機関におい

て適切に管理すること。 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」については、

上記「⑨」に代えて下記「⑨-2」のとおりとする。 

⑨-2 研究分担者の育児休業等の取得を理由とした外国

人特別研究員の採用の中断による「特別研究員奨励費

（外国人特別研究員）」の中断

研究分担者が、育児休業等の取得を理由とした外国

人特別研究員の採用の中断により、１年を超えて補助

事業を中断する場合には、研究代表者が作成する様式

Ｆ－１３－１「研究中断届」により、日本学術振興会に

届け出ること。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、研究を再開するまでの間、研究機関におい

て適切に管理すること。 

（略） 

⑪育児休業等に伴う補助事業期間の延長

研究代表者が、育児休業等の取得による研究実施計

画変更等に伴い、補助事業期間の延長を希望する場合

には、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－１３－２「産

前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究

滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

「特別研究員奨励費（特別研究員）」については、上記「⑪」

に代えて下記「⑪-1」のとおりとする。 

⑪-1 育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用

中断による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断

に伴う補助事業期間の延長

育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用の

中断により補助事業を中断した場合であって、研究実

施計画変更等に伴い、補助事業期間の延長を希望する

場合には、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－１３－

２「産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外における

研究滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」によ

り申請を行い、日本学術振興会の承認を得ること。 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」については、

上記「⑪」に代えて下記「⑪-2」のとおりとする。 

⑪-2 育児休業等の取得を理由とした外国人特別研究員

の採用中断による「特別研究員奨励費（外国人特別研究

員）」の中断に伴う補助事業期間の延長

研究分担者が、育児休業等の取得を理由とした外国
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⑪-2 育児休業等の取得を理由とした外国人特別研究員

の採用中断による「特別研究員奨励費（外国人特別研究

員）」の中断に伴う補助事業期間の延長

研究分担者が、育児休業等の取得を理由とした外国

人特別研究員の採用の中断により補助事業を中断した

場合であって、研究実施計画変更等に伴い、補助事業期

間の延長を希望する場合には、研究代表者が作成する

様式Ｆ－１３－２「産前産後の休暇、育児休業の取得又

は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間延長承

認申請書」により申請を行い、日本学術振興会の承認を

得ること。なお、外国人特別研究員の身分を有しなくな

る研究分担者が「3-17⑥-1」又は「3-17⑥-2」に示す事

由により新たな研究代表者となって直接経費を使用す

る際、残りの補助事業期間中に育児休業等を取得した

場合であって、研究実施計画変更等に伴い、補助事業期

間の延長を希望する場合も同様とする。

人特別研究員の採用の中断により補助事業を中断した

場合であって、研究実施計画変更等に伴い、補助事業期

間の延長を希望する場合には、研究代表者が作成する

様式Ｆ－１３－２「産前産後の休暇、育児休業の取得又

は海外における研究滞在等に伴う補助事業期間延長承

認申請書」により申請を行い、日本学術振興会の承認を

得ること。 

（略） （略） 

４ 適正な使用の確保 ４ 適正な使用の確保 

（略） （略） 

５ 研究活動における不正行為への対応 ５ 研究活動における不正行為への対応 

（略）  （略） 

６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の実施等 ６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の実施等 

（略）  （略） 

７ その他 ７ その他 

 （略） （略） 
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令和７年１０月 

「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金研究者使用ルール（交付条件）」の主な

変更点 

新（令和７(2025)年 10月１日改正） 旧（令和７(2025)年４月１日時点） 

＜「特別研究員奨励費」（特別研究員）＞ 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）から科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金（「特別研究員奨励費」））（以下「助成金」という。）

の交付を受ける補助事業者（研究代表者（日本学術振興

会が実施する特別研究員事業により採用されている特

別研究員（以下「特別研究員」という。）））が、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、学術研究

助成基金の運用基本方針（平成２３年４月２８日文部科

学大臣決定。以下「運用方針」という。）及び独立行政

法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金）取扱要領（平成２３年規程第１９号。以下

「取扱要領」という。）の規定により従うべき交付条件

は次のとおりとする。 

＜「特別研究員奨励費」（特別研究員）＞ 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）から科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金（「特別研究員奨励費」））（以下「助成金」という。）

の交付を受ける補助事業者（研究代表者（日本学術振興

会が実施する特別研究員事業により採用されている特

別研究員（以下「特別研究員」という。）））が、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年

法律第１７９号。以下「適正化法」という。）、学術研究

助成基金の運用基本方針（平成２３年４月２８日文部科

学大臣決定。以下「運用方針」という。）及び独立行政

法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成

基金助成金）取扱要領（平成２３年規程第１９号。以下

「取扱要領」という。）の規定により従うべき交付条件

は次のとおりとする。 

１ 総則 １ 総則 

 （略）  （略） 

２ 直接経費の使用 ２ 直接経費の使用 

（略） （略） 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申請書の記

載内容の変更に当たっての遵守事項等） 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申請書の記

載内容の変更に当たっての遵守事項等） 

 （略）  （略） 

【研究代表者の応募資格の喪失等】 

3-5 研究代表者は、特別研究員の身分を有しなくなる場

合、１年を超えて補助事業を継続して実施できなくな

る場合、公募要領に示す重複制限により補助事業を実

施できなくなる場合、又は補助事業以外で不正使用、

不正受給若しくは不正行為により助成金を交付しない

こととされた場合には、「3-3」に規定する手続により、

補助事業を廃止しなければならない。ただし、特別研

究員の身分を有しなくなる研究代表者が、それまで研

究に従事していた研究機関において、次の要件を満た

し、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に「科研

費の応募資格有り」として研究者情報が登録されてい

る研究者となる場合であって、残りの補助事業期間に

おける直接経費の使用を希望する場合は、この限りで

はない。

＜要件＞ 

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うこと

を職務に含む者として、所属する者（有給・無給、

常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問

わない。また、研究活動そのものを主たる職務とす

ることを要しない。）であること

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事しているこ

と（研究の補助のみに従事している場合は除く。）

ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研

究機関において研究活動を行うことを本務とする

【研究代表者の応募資格の喪失等】 

3-5 研究代表者は、特別研究員の身分を有しなくなる場

合、１年を超えて補助事業を継続して実施できなくな

る場合、公募要領に示す重複制限により補助事業を実

施できなくなる場合、又は補助事業以外で不正使用、

不正受給若しくは不正行為により助成金を交付しない

こととされた場合には、「3-3」に規定する手続により、

補助事業を廃止しなければならない。ただし、特別研

究員の身分を有しなくなる研究代表者が、それまで研

究に従事していた研究機関において、次の要件を満た

し、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）に「科研

費の応募資格有り」として研究者情報が登録されてい

る研究者となる場合であって、残りの補助事業期間に

おける直接経費の使用を希望する場合は、この限りで

はない。

＜要件＞ 

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うこと

を職務に含む者として、所属する者（有給・無給、

常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問

わない。また、研究活動そのものを主たる職務とす

ることを要しない。）であること

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事しているこ

と（研究の補助のみに従事している場合は除く。）

ウ 大学院生等の学生でないこと（ただし、所属する研

究機関において研究活動を行うことを本務とする
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職に就いている者（例：大学教員や企業等の研究者

など）で、学生の身分も有する場合を除く。） 

 

また、産前産後の休暇又は育児休業（以下「育児休

業等」という。）の取得を理由とした特別研究員の採用

の中断により、１年を超えて補助事業を中断する場合

には「3-8」又は「3-9」、日本学術振興会が実施する研

究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に基づ

き、受入研究機関において雇用されている特別研究員

（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）（以下「雇用ＰＤ等 」とい

う。）が傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用

の中断により、１年を超えて補助事業を中断する場合

には「3-10」又は「3-11」に規定する手続によるもの

とする。 

なお、特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者

が、それまで研究に従事していた研究機関において、

上記の要件を満たし、府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）に「科研費の応募資格有り」として研究者情

報が登録されている研究者となる場合であって、残り

の補助事業期間における直接経費の使用を希望する

ことにより直接経費を使用する際、残りの補助事業期

間中に取得する育児休業等により、 １年を超えて補

助事業を中断する場合には、「3-8」又は「3-9」に規定

する手続によるものとする。 

職に就いている者（例：大学教員や企業等の研究者

など）で、学生の身分も有する場合を除く。） 

 

また、産前産後の休暇又は育児休業（以下「育児休

業等」という。）の取得を理由とした特別研究員の採用

の中断により、１年を超えて補助事業を中断する場合

には「3-8」又は「3-9」、日本学術振興会が実施する研

究環境向上のための若手研究者雇用支援事業に基づ

き、受入研究機関において雇用されている特別研究員

（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）（以下「雇用ＰＤ等 」とい

う。）が傷病又は介護を理由とした特別研究員の採用

の中断により、１年を超えて補助事業を中断する場合

には「3-10」又は「3-11」に規定する手続によるもの

とする。 

  

3-6 特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者が、

それまで研究に従事していた研究機関以外の研究機

関において、「3-5」に定める要件を満たし、府省共通

研究開発管理システム（e-Rad）に「科研費の応募資

格有り」として研究者情報が登録されている研究者

となる場合であって、残りの補助事業期間における

直接経費の使用を希望する場合は、様式Ｆ－１０－

１「研究代表者所属研究機関変更届」により、日本学

術振興会に届け出なければならない。 

なお、 特別研究員の身分を有しなくなる研究代表

者が本項に示す事由により直接経費を使用する際、

残りの補助事業期間中に取得する育児休業等によ

り、１年を超えて補助事業を中断する場合には、「3-

8」又は「3-9」に規定する手続によるものとする。 

3-6 特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者が、

それまで研究に従事していた研究機関以外の研究機

関において、「3-5」に定める要件を満たし、府省共通

研究開発管理システム（e-Rad）に「科研費の応募資

格有り」として研究者情報が登録されている研究者

となる場合であって、残りの補助事業期間における

直接経費の使用を希望する場合は、様式Ｆ－１０－

１「研究代表者所属研究機関変更届」により、日本学

術振興会に届け出なければならない。 

 

  

【補助事業期間の延長】 

3-7 研究代表者は、研究実施計画変更等に伴い、研究計

画最終年度の翌年度まで補助事業期間の延長を希望す

る場合には、延長する年度において、特別研究員の身

分を有し、当該身分を有しなくなるまでに研究を完了

できる場合に限り、研究計画最終年度の３月１日まで

に、様式Ｆ－１４「補助事業期間延長承認申請書」に

より申請を行い、日本学術振興会の承認を得なければ

ならない。 

なお、１年を超えて補助事業期間を延長することは

できない。ただし、育児休業等の取得を理由として特

別研究員の採用を中断する場合には、「3-8」又は「3-

9」、傷病又は介護を理由として特別研究員の採用を中

断する場合は「3-10」又は「3-11」に規定する手続に

よるものとする。特別研究員の身分を有しなくなる研

究代表者が「3-5」又は「3-6」に示す事由により直接

経費を使用する際、 残りの補助事業期間中に育児休

業等を取得する場合には、同様に「3-8」又は「3-9」

に規定する手続によるものとする。 

【補助事業期間の延長】 

3-7 研究代表者は、研究実施計画変更等に伴い、研究計

画最終年度の翌年度まで補助事業期間の延長を希望す

る場合には、延長する年度において、特別研究員の身

分を有し、当該身分を有しなくなるまでに研究を完了

できる場合に限り、研究計画最終年度の３月１日まで

に、様式Ｆ－１４「補助事業期間延長承認申請書」に

より申請を行い、日本学術振興会の承認を得なければ

ならない。 

なお、１年を超えて補助事業期間を延長することは

できない。ただし、育児休業等の取得を理由として特

別研究員の採用を中断する場合には、「3-8」又は「3-

9」、傷病又は介護を理由として特別研究員の採用を中

断する場合は「3-10」又は「3-11」に規定する手続に

よるものとする。 

  

【育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用中断

による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断】 

3-8 研究代表者は、育児休業等の取得を理由とした特別

【育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用中断

による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断】 

3-8 研究代表者は、育児休業等の取得を理由とした特別
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研究員の採用の中断により、１年を超えて補助事業を

中断する場合には、様式Ｆ－１３－１「研究中断届」

により、日本学術振興会に届け出なければならない。

なお、特別研究員の身分を有しなくなる研究代表者が

「3-5」又は「3-6」に示す事由により直接経費を使用

する際、残りの補助事業期間中に育児休業等を取得す

る場合についても同様とする。  

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金が

ある場合には、補助事業を再開するまでの間、研究に

従事する研究機関において適切に管理しなければな

らない。 

研究員の採用の中断により、１年を超えて補助事業を

中断する場合には、様式Ｆ－１３－１「研究中断届」

により、日本学術振興会に届け出なければならない。 

補助事業を中断するに当たって未使用の助成金が

ある場合には、補助事業を再開するまでの間、研究に

従事する研究機関において適切に管理しなければな

らない。 

  

【育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用中断

による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断に伴

う補助事業期間の延長】 

3-9 研究代表者は、育児休業等の取得を理由とした特別

研究員の採用の中断により補助事業を中断した場合で

あって、研究実施計画変更等に伴い、補助事業期間の延

長を希望する場合には、様式Ｆ－１３－２「産前産後の

休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在等に伴

う補助事業期間延長承認申請書」により申請を行い、日

本学術振興会の承認を得なければならない。特別研究員

の身分を有しなくなる研究代表者が「3-5」又は「3-6」

に示す事由により直接経費を使用する際、残りの補助事

業期間中に取得した育児休業等により補助事業を中断

した場合であって、研究実施計画変更等に伴い、補助事

業期間の延長を希望する場合も同様とする。なお、補助

事業期間は、育児休業等の取得を理由とした特別研究員

の採用の中断により補助事業を中断する期間に応じて

延長することができる。特別研究員の身分を有しなくな

る研究代表者が「3-5」又は「3-6」に示す事由により直

接経費を使用する際、残りの補助事業期間中に育児休業

等を取得する場合も同様とする。 

【育児休業等の取得を理由とした特別研究員の採用中断

による「特別研究員奨励費（特別研究員）」の中断に伴

う補助事業期間の延長】 

3-9 研究代表者は、育児休業等の取得を理由とした特別

研究員の採用の中断により補助事業を中断した場合で

あって、研究実施計画変更等に伴い、補助事業期間の

延長を希望する場合には、様式Ｆ－１３－２「産前産

後の休暇、育児休業の取得又は海外における研究滞在

等に伴う補助事業期間延長承認申請書」により申請を

行い、日本学術振興会の承認を得なければならない。

補助事業期間は、育児休業等の取得を理由とした特別

研究員の採用の中断により補助事業を中断する期間に

応じて延長することができる。 

  

 （略）  （略） 

  

４ 間接経費の譲渡等 ４ 間接経費の譲渡等 

  

 （略）  （略） 

  

５ 実施状況の報告 ５ 実施状況の報告 

  

 （略）  （略） 

  

６ 実績の報告 ６ 実績の報告 

  

 （略）  （略） 

  

７ 研究成果報告書等の提出 ７ 研究成果報告書等の提出 

  

 （略）  （略） 

  

８ 研究成果等の発表・活用 ８ 研究成果等の発表・活用 

  

 （略）  （略） 

  

９ その他 ９ その他 

  

 （略）  （略） 

  

  

 



- 1 -

令和７年１０月 

「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金研究者使用ルール（交付条件）」の主な

変更点 

新（令和７(2025)年 10月１日改正） 旧（令和７(2025)年４月１日時点） 

＜「特別研究員奨励費」（外国人特別研究員）＞ 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）から科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金（「特別研究員奨励費」））（以下「助成金」という。）

の交付を受ける補助事業者（研究代表者（日本学術振興

会が実施する外国人研究者招へい事業により採用され

ている外国人特別研究員（以下「外国人特別研究員」と

いう。）の「受入研究者」）及び研究分担者（外国人特別

研究員））が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」

という。）、学術研究助成基金の運用基本方針（平成２３

年４月２８日文部科学大臣決定。以下「運用方針」とい

う。）及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成

事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領（平成２３年

規程第１９号。以下「取扱要領」という。）の規定によ

り従うべき交付条件は次のとおりとする。 

＜「特別研究員奨励費」（外国人特別研究員）＞ 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）から科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金（「特別研究員奨励費」））（以下「助成金」という。）

の交付を受ける補助事業者（研究代表者（日本学術振興

会が実施する外国人研究者招へい事業により採用され

ている外国人特別研究員（以下「外国人特別研究員」と

いう。）の「受入研究者」）及び研究分担者（外国人特別

研究員））が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化法」

という。）、学術研究助成基金の運用基本方針（平成２３

年４月２８日文部科学大臣決定。以下「運用方針」とい

う。）及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成

事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領（平成２３年

規程第１９号。以下「取扱要領」という。）の規定によ

り従うべき交付条件は次のとおりとする。 

１ 総則 １ 総則 

 （略）  （略） 

２ 直接経費の使用 ２ 直接経費の使用 

（略） （略） 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申請書の記

載内容の変更に当たっての遵守事項等） 

３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申請書の記

載内容の変更に当たっての遵守事項等） 

 （略）  （略） 

【研究分担者（外国人特別研究員）の応募資格の喪失等】 

3-7 研究代表者は、研究分担者が外国人特別研究員の身

分を有しなくなる場合、１年を超えて補助事業を継続

して実施できなくなる場合、公募要領に示す重複制限

により研究分担者を削除しなければならない場合、又

は研究分担者が補助事業以外で不正使用、不正受給若

しくは不正行為により補助金を交付しないこととされ

た場合には、「3-2」に規定する手続により、補助事業

を廃止しなければならない。ただし、産前産後の休暇

又は育児休業（以下「育児休業等」という。）の取得を

理由とした外国人特別研究員の採用の中断により、１

年を超えて補助事業を中断する場合には「3-11」又は

「3-12」に規定する手続によるものとする。

なお、外国人特別研究員の身分を有しなくなる研究

分担者が「3-8」又は「3-9」に示す事由により新たな研

究代表者となって直接経費を使用する際、残りの補助

事業期間中に取得する育児休業等により１年を超えて

補助事業を中断する場合には、同様に「3-11」又は「3-

12」に規定する手続によるものとする。

【研究分担者（外国人特別研究員）の応募資格の喪失等】 

3-7 研究代表者は、研究分担者が外国人特別研究員の身

分を有しなくなる場合、１年を超えて補助事業を継続

して実施できなくなる場合、公募要領に示す重複制限

により研究分担者を削除しなければならない場合、又

は研究分担者が補助事業以外で不正使用、不正受給若

しくは不正行為により補助金を交付しないこととされ

た場合には、「3-2」に規定する手続により、補助事業

を廃止しなければならない。ただし、産前産後の休暇

又は育児休業（以下「育児休業等」という。）の取得を

理由とした外国人特別研究員の採用の中断により、１

年を超えて補助事業を中断する場合には「3-11」又は

「3-12」に規定する手続によるものとする。

（略）  （略） 

【補助事業期間の延長】 

3-10 研究代表者は、研究実施計画変更等に伴い、研究計

画最終年度の翌年度まで補助事業期間の延長を希望す

【補助事業期間の延長】 

3-10 研究代表者は、研究実施計画変更等に伴い、研究計

画最終年度の翌年度まで補助事業期間の延長を希望す
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る場合には、延長する年度において、研究代表者が外

国人特別研究員の「受入研究者」の身分を有し、研究

分担者が外国人特別研究員の身分を有する場合及び当

該身分を有しなくなるまでに研究を完了できる場合に

限り、研究計画最終年度の３月１日までに、様式Ｆ－

１４「補助事業期間延長承認申請書」により申請を行

い、日本学術振興会の承認を得なければならない。 

 なお、育児休業等の取得を理由として外国人特別研

究員の採用を中断する場合には、「3-11」又は「3-12」

に規定する手続によるものとする。外国人特別研究員

の身分を有しなくなる研究分担者が「3-8」又は「3-9」

に示す事由により新たな研究代表者となって直接経費

を使用する際、残りの補助事業期間中に育児休業等を

取得する場合には、同様に「3-11」又は「3-12」に規

定する手続によるものとする。 

る場合には、延長する年度において、研究代表者が外

国人特別研究員の「受入研究者」の身分を有し、研究

分担者が外国人特別研究員の身分を有する場合及び当

該身分を有しなくなるまでに研究を完了できる場合に

限り、研究計画最終年度の３月１日までに、様式Ｆ－

１４「補助事業期間延長承認申請書」により申請を行

い、日本学術振興会の承認を得なければならない。 

 なお、育児休業等の取得を理由として外国人特別研

究員の採用を中断する場合には、「3-11」又は「3-12」

に規定する手続によるものとする。 

【育児休業等の取得を理由とした外国人特別研究員の採

用中断による「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

の中断】 

3-11 研究代表者は、研究分担者が育児休業等の取得を理

由とした外国人特別研究員の採用の中断により、１年

を超えて補助事業を中断する場合には、様式Ｆ－１３

－１「研究中断届」により、日本学術振興会に届け出

なければならない。なお、外国人特別研究員の身分を

有しなくなる研究分担者が「3-8」又は「3-9」に示す

事由により新たな研究代表者となって直接経費を使用

する際、残りの補助事業期間中に育児休業等を取得す

る場合についても同様とする。

 補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、補助事業を再開するまでの間、所属する

研究機関において適切に管理しなければならない。 

【育児休業等の取得を理由とした外国人特別研究員の採

用中断による「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

の中断】 

3-11 研究代表者は、研究分担者が育児休業等の取得を理

由とした外国人特別研究員の採用の中断により、１年を

超えて補助事業を中断する場合には、様式Ｆ－１３－１

「研究中断届」により、日本学術振興会に届け出なけれ

ばならない。

 補助事業を中断するに当たって未使用の助成金があ

る場合には、補助事業を再開するまでの間、所属する研

究機関において適切に管理しなければならない。 

【育児休業等の取得を理由とした外国人特別研究員の採

用中断による「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

の中断に伴う補助事業期間の延長】 

3-12 研究代表者は、研究分担者が育児休業等の取得を理

由とした外国人特別研究員の採用の中断により補助事

業を中断した場合であって、研究実施計画変更等に伴

い、補助事業期間の延長を希望する場合には、様式Ｆ－

１３－２「産前産後の休暇、育児休業の取得又は海外に

おける研究滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請書」

により申請を行い、日本学術振興会の承認を得なければ

ならない。外国人特別研究員の身分を有しなくなる研究

分担者が「3-8」又は「3-9」に示す事由により新たな研

究代表者となって直接経費を使用する際、残りの補助事

業期間中に育児休業等を取得する場合であって、研究実

施計画変更等に伴い、補助事業期間の延長を希望する場

合も同様とする。なお、補助事業期間は、育児休業等の

取得を理由とした外国人特別研究員の採用の中断によ

り補助事業を中断する期間に応じて延長することがで

きる。外国人特別研究員の身分を有しなくなる研究分担

者が「3-8」又は「3-9」に示す事由により新たな研究代

表者となって直接経費を使用する際、残りの補助事業期

間中に育児休業等を取得する場合も同様とする。

【育児休業等の取得を理由とした外国人特別研究員の採

用中断による「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

の中断に伴う補助事業期間の延長】 

3-12 研究代表者は、研究分担者が育児休業等の取得を理

由とした外国人特別研究員の採用の中断により補助事

業を中断した場合であって、研究実施計画変更等に伴

い、補助事業期間の延長を希望する場合には、様式Ｆ

－１３－２「産前産後の休暇、育児休業の取得又は海

外における研究滞在等に伴う補助事業期間延長承認申

請書」により申請を行い、日本学術振興会の承認を得

なければならない。なお、補助事業期間は、育児休業

等の取得を理由とした外国人特別研究員の採用の中断

により補助事業を中断する期間に応じて延長すること

ができる。

（略） （略） 

４ 実施状況の報告 ４ 実施状況の報告 

（略） （略） 

５ 実績の報告 ５ 実績の報告 
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 （略）  （略） 

  

６ 研究成果報告書等の提出 ６ 研究成果報告書等の提出 

  

 （略）  （略） 

  

７ 研究成果等の発表・活用 ７ 研究成果等の発表・活用 

  

 （略）  （略） 

  

８ その他 ８ その他 

  

 （略）  （略） 
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令和７年１０月 

「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」の使

用について各研究機関が行うべき事務等」の主な変更点 

新（令和７(2025)年 10月１日改正） 旧（令和７(2025)年４月１日時点） 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）が取り扱う科学研究費助成事業（学術研究助

成基金助成金）（「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」に

限る。）（以下「助成金」という。）の使用について各研

究機関が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、本

規程に定めのない事項については、「研究機関における

公的研究費の管理・監査のガイドライン」、「研究活動に

おける不正行為への対応等に関するガイドライン」、「科

学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金

の使用について各研究機関が行うべき事務等」等を踏ま

え、各研究機関が定める規程等に従って適切に行うもの

とする。また、雇用ＰＤ等は日本学術振興会が実施する

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業（以下

「雇用支援事業」という。）に基づき、受入研究機関に

おいて雇用されている特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰ

Ｄ）を指す。 

 「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」は特別研究員奨

励費のうち雇用ＰＤ等が交付の対象となる経費であり、

雇用支援事業に基づく「特別研究員-ＰＤ等の雇用制度

導入機関」（以下「雇用制度導入機関」という。）を受入

研究機関とした特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）（以

下「ＰＤ等」という。）の雇用において、研究インテグ

リティの確保や安全保障貿易管理、不正行為防止に関す

る受入研究機関の適切な管理下で、特別研究員の研究遂

行上不可欠な要素である「主体的に研究に専念できる」

環境を確保するため必要となる雇用管理に伴い受入研

究機関が負担すべき経費等として使用することが可能

な経費である（以下「学術条件整備」という。）。

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）が取り扱う科学研究費助成事業（学術研究助

成基金助成金）（「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」に

限る。）（以下「助成金」という。）の使用について各研

究機関が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、本

規程に定めのない事項については、「研究機関における

公的研究費の管理・監査のガイドライン」、「研究活動に

おける不正行為への対応等に関するガイドライン」、「科

学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金

の使用について各研究機関が行うべき事務等」等を踏ま

え、各研究機関が定める規程等に従って適切に行うもの

とする。また、雇用ＰＤ等は日本学術振興会が実施する

研究環境向上のための若手研究者雇用支援事業（以下

「雇用支援事業」という。）に基づき、受入研究機関に

おいて雇用されている特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰ

Ｄ）を指す。 

 「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」は特別研究員奨

励費のうち雇用ＰＤ等が交付の対象となる経費であり、

雇用支援事業に基づく「特別研究員-ＰＤ等の雇用制度

導入機関」（以下「雇用制度導入機関」という。）を受入

研究機関とした特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）（以

下「ＰＤ等」という。）の雇用において、研究インテグ

リティの確保や安全保障貿易管理、不正行為防止に関す

る受入研究機関の適切な管理下で、特別研究員の研究遂

行上不可欠な要素である「主体的に研究に専念できる」

環境を確保するため必要となる雇用管理に伴い受入研

究機関が負担すべき経費等として使用することが可能

な経費である（以下「学術条件整備」という。）。

１ 研究機関が行う事務の内容 １ 研究機関が行う事務の内容 

（略） （略） 

【雇用制度導入機関から他の雇用制度導入機関への変更

時の学術条件整備の返還及び送金】 

1-4 学術条件整備の譲渡を行った研究代表者が受入研究

機関を他の雇用制度導入機関に変更することとなる場

合であって、未使用の学術条件整備がある場合には、

学術条件整備の残額の３０％に相当する額の間接経費

と併せて研究代表者に返還すること。

 返還する学術条件整備及び間接経費については、

当該研究代表者が新たに所属することとなる雇用制

度導入機関に対して、その額を通知するとともに、送

金すること。 

ただし、当該研究代表者が他の雇用制度導入機関に

所属することとなる場合であって、助成金の支払を受

けた年度の翌年度以降に学術条件整備を使用する場

合、間接経費の執行計画が年度内に適正に定まってい

る場合等には、当該学術条件整備にかかる間接経費を

当該研究代表者に返還しないことができる。 

【雇用制度導入機関から他の雇用制度導入機関への変更

時の学術条件整備の返還及び送金】 

1-4 学術条件整備の譲渡を行った研究代表者が受入研究

機関を他の雇用制度導入機関に変更することとなる場

合であって、未使用の学術条件整備がある場合には、

学術条件整備の残額の３０％に相当する額の間接経費

と併せて研究代表者に返還すること。

 返還する学術条件整備及び間接経費については、当

該研究代表者が新たに所属することとなる雇用制度

導入機関に対して、その額を通知するとともに、送金

すること。 

【雇用制度導入機関から雇用制度導入機関ではない研究

機関への変更】 

【雇用制度導入機関から雇用制度導入機関ではない研究

機関への変更】 
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1-5 雇用制度導入機関に所属していた特別研究員（ＰＤ

等）が受入研究機関を雇用制度導入機関ではない研究

機関に変更することとなる場合であって、未使用の学

術条件整備がある場合には、学術条件整備の残額の３

０％に相当する額の間接経費と併せて日本学術振興会

に返還すること。

 ただし、当該研究代表者が雇用制度導入機関では

ない研究機関に所属することとなる場合であって、助

成金の支払を受けた年度の翌年度以降に学術条件整

備を使用する場合、間接経費の執行計画が年度内に適

正に定まっている場合等には、当該学術条件整備にか

かる間接経費を日本学術振興会に返還しないことが

できる。 

1-5 雇用制度導入機関に所属していた特別研究員（ＰＤ

等）が受入研究機関を雇用制度導入機関ではない研究

機関に変更することとなる場合であって、未使用の学

術条件整備がある場合には、学術条件整備の残額の３

０％に相当する額の間接経費と併せて日本学術振興会

に返還すること。

（略） （略） 



- 1 -

令和７年１０月 

「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成金「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」 

研究者使用ルール（交付条件）」の主な変更点 

新（令和７(2025)年 10月１日改正） 旧（令和７(2025)年４月１日時点） 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）から科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金（「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」））の交付を

受ける補助事業者（研究代表者（日本学術振興会が実施

する特別研究員事業により採用されている特別研究員

（以下「特別研究員」という。）））が、従うべき交付条

件は次のとおりとする。なお、本規程に定めのない事項

については「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助

成基金助成金 研究者使用ルール（交付条件）＜「特別

研究員奨励費」（特別研究員）＞を踏まえ、各研究機関

が定める規程等に従って適切に行うものとする。また、

雇用ＰＤ等は日本学術振興会が実施する研究環境向上

のための若手研究者雇用支援事業（以下「雇用支援事業」

という。）に基づき、受入研究機関において雇用されて

いる特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）を指す。 

「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」は特別研究員奨励

費のうち雇用ＰＤ等が交付の対象となる経費であり、雇

用支援事業に基づく「特別研究員-ＰＤ等の雇用制度導

入機関」（以下「雇用制度導入機関」という。）を受入研

究機関とした特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）の雇

用において、研究インテグリティの確保や安全保障貿易

管理、不正行為防止に関する受入研究機関の適切な管理

下で、特別研究員の研究遂行上不可欠な要素である「主

体的に研究に専念できる」環境を確保するため必要とな

る雇用管理に伴い受入研究機関が負担すべき経費等と

して使用することが可能な経費である（以下「学術条件

整備」という。）。 

独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」

という。）から科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金（「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」））の交付を

受ける補助事業者（研究代表者（日本学術振興会が実施

する特別研究員事業により採用されている特別研究員

（以下「特別研究員」という。）））が、従うべき交付条

件は次のとおりとする。なお、本規程に定めのない事項

については「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助

成基金助成金 研究者使用ルール（交付条件）＜「特別

研究員奨励費」（特別研究員）＞を踏まえ、各研究機関

が定める規程等に従って適切に行うものとする。また、

雇用ＰＤ等は日本学術振興会が実施する研究環境向上

のための若手研究者雇用支援事業（以下「雇用支援事業」

という。）に基づき、受入研究機関において雇用されて

いる特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）を指す。 

「特別研究員奨励費（雇用ＰＤ等）」は特別研究員奨励

費のうち雇用ＰＤ等が交付の対象となる経費であり、雇

用支援事業に基づく「特別研究員-ＰＤ等の雇用制度導

入機関」（以下「雇用制度導入機関」という。）を受入研

究機関とした特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ、ＣＰＤ）の雇

用において、研究インテグリティの確保や安全保障貿易

管理、不正行為防止に関する受入研究機関の適切な管理

下で、特別研究員の研究遂行上不可欠な要素である「主

体的に研究に専念できる」環境を確保するため必要とな

る雇用管理に伴い受入研究機関が負担すべき経費等と

して使用することが可能な経費である（以下「学術条件

整備」という。）。 

１ 直接経費の使用 １ 直接経費の使用 

 （略）  （略） 

２ 学術条件整備の譲渡及び返還 ２ 学術条件整備の譲渡及び返還 

 （略）  （略） 

【学術条件整備の返還】 

2-2 雇用ＰＤ等が特別研究員としての身分を有しなくな

る、又は雇用ＰＤ等が受入研究機関を雇用制度導入機

関ではない研究機関に変更することとなる場合、受入

研究機関において未使用の学術条件整備がある場合に

は、学術条件整備の残額の３０％に相当する額の間接

経費と併せて日本学術振興会に返還しなければならな

い。

ただし、助成金の支払を受けた年度の翌年度以降に

学術条件整備を使用する場合、間接経費の執行計画が

年度内に適正に定まっている場合等には、当該学術条

件整備にかかる間接経費を日本学術振興会に返還し

ないことができる。 

【学術条件整備の返還】 

2-2 雇用ＰＤ等が特別研究員としての身分を有しなくな

る、又は雇用ＰＤ等が受入研究機関を雇用制度導入機

関ではない研究機関に変更することとなる場合、受入

研究機関において未使用の学術条件整備がある場合に

は、学術条件整備の残額の３０％に相当する額の間接

経費と併せて日本学術振興会に返還しなければならな

い。

 （略）  （略） 

３ 実施状況の報告 ３ 実施状況の報告 
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 （略）  （略） 

４ 実績の報告 ４ 実績の報告 

（略） （略） 
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